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学位論文題名 

児童生徒の自傷行為の発生要因と保健室を中心とした学校対応 

  

 本論文は、発達差・性差という視点から自傷行為（以下、自傷）の実態と関連要因、及び

児童生徒の自傷行為に対する養護教諭の認識と対応について検討し、それらをふまえ、学校

における望ましい自傷対応について議論するものである。 

これまで自傷行為については、医療領域における研究が多く、教育領域における研究は少

なかった。そのため、従来の研究では自傷の定義が狭く取られることが多く、教育領域で自

傷の捉えるためにはより広い定義を用いる必要があった。また、従来の研究には、発達的な

視点、及び性差、特に男子の自傷に関する視点が欠けているという問題もあった。加えて、

学校においては、養護教諭が中心となり、自傷の対応にあたることが多いが、そこに発達差

や性差がどのように考慮され、対応がなされているのかも不明であった。そこで本論文では、

自傷の定義を広く取り、発達差と性差をふまえ、自傷の実態及び関連要因を明らかにし、自

傷に対する養護教諭の対応とそれに関連する要因を検討することとした。 

研究 1 では、小学 4 年生〜高校 1 年生を対象に質問紙調査を行い、自傷念慮・自傷経験と

その関連要因について、学年差、性差の観点から検討した。その結果、小学生においては、

女子よりも男子のほうが自傷の経験率が高く、中学 2 年生以降は、女子のほうが高くなる傾

向がみられた。また男子ではこぶしで壁などを殴るなど、衝動的な方法がとられることが多

く、女子では身体の表面を切る、抜毛、つねる、噛むといった行為が多かった。さらに自傷

念慮に注目すると、女子では小学 5 年生から中学生にかけて自傷念慮を経験する率が高ま

る傾向がみられたが、男子ではそのような傾向はみられなかった。研究 2〜3 では、自傷の

関連要因を検討し、親との関係が小学生から高校生まで一貫して関連していること、小中学

生では学級の状態の認知が自傷の抑止に関連していることが示された。さらにいじめの被

害、特に関係的いじめの被害経験が、親との関係以上に自傷の発生と深刻化に関連していた。 



続く研究 4〜5 では、養護教諭を対象に質問紙調査を行い、養護教諭の視点から自傷の実

態と関連要因を検討した。その結果、男子では壁を殴る、女子では自己切傷や過量服薬が多

くみられ、関連要因については、自傷の方法によって、家庭内の問題や精神科受診歴、精神

障害や自殺関連行動など、異なる背景要因との関連がみられた。 

研究 6〜8 では、自傷児童生徒に対する養護教諭の対応及び感情に関する尺度を作成し、

研究 9 では、自傷児童生徒への養護教諭の対応に影響する要因を検討した。その結果、若い

養護教諭のほうが望ましい対応をしており、経験年数が多いことが必ずしも自傷対応にと

ってプラスとはならない可能性が示された。また自傷に対する否定的感情は、積極的かかわ

りといった望ましい対応を促進する一方で、叱る・説得するといった望ましくない対応も促

進する可能性がみられた。 

以上をふまえ終章では、これまでの自傷研究及び実践に対する示唆を行った。①自傷には

発達や性別による違いがあり、その実態をふまえた対応が必要とされること、特に低い年齢

における男子の自傷は見逃される可能性があり、より注意が必要であること。②家庭の要因

のみならず、学級の雰囲気も自傷に関連することから、自傷児童生徒への直接的なかかわり

だけでなく、教室環境への配慮など、間接的な側面からも自傷の予防や抑止に寄与できる可

能性があること。そして③養護教諭については、単に経験よりも、自傷に関する新たな知識

や情報を得る必要があり、自らの自傷に対する否定的感情については単に否定するのでは

なく、それが良い方向にも良くない方向にも繋がる可能性の存在を自覚する必要があるこ

とを本論文から得られる示唆として議論した。 

 審査委員会が評価した本論文の意義は以下の点である。第 1 に資料的価値としての側面

である。児童生徒を対象とした自傷に関する調査は少なく、特に小学生を対象とした調査は

ほとんどなされていない。その意味で、小学生から高校生までの自傷の実態を明らかにした

本論文の意義は大きいといえる。第 2 に自傷の年齢的な違い、及び性差を明らかにし、年齢

や性別に応じた対応の必要性を提起したことである。第 3 に養護教諭と児童生徒双方の視

点から、自傷を検討したことである。特に児童生徒の視点をいれ、自傷行為の前駆症状であ

る自傷念慮の関連要因を検討したことは、起きてしまった自傷に対する対応のみならず、予

防に関する知見を提供したという意味で、学校における自傷対応について有用な知見を提

示したといえる。 

 ただし、自傷の実態を明らかにし、関連要因を明らかにした一方で、それらの要因がなぜ

自傷を促進・抑制するのか、そのメカニズムについては未検討であり、今後、さらに展開す

る余地が残されていると思われる。しかしながら、これは自傷研究全般に共通する課題でも

あり、今後の自傷研究の方向性を示唆するものであるともいえる。その意味で本論文は、自

傷に関する基礎的な知見と方向性を提供しているともいえ、その貢献は高く評価されるべ

きものである。よって、審査委員会は著者が北海道大学博士(教育学)の学位を授与されるに

値すると認めるに至った。 


